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犯罪被害者等基本法・基本計画犯罪被害者等基本法・基本計画

平成16年12月 犯罪被害者等基本法成立（議員立法）

平成17年12月 犯罪被害者等基本計画閣議決定
（計画期間：平成22年度末まで）

平成23年 3月 第２次犯罪被害者等基本計画閣議決定
（計画期間：平成27年度末まで）

平成28年 4月 第３次犯罪被害者等基本計画閣議決定
（計画期間：令和2年度末まで）
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「基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援

に関し、

– 国との適切な役割分担を踏まえて、

– その地方公共団体の地域の状況に応じた

施策を策定し、及び実施する」

（犯罪被害者等基本法第５条）

地方公共団体の責務地方公共団体の責務
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地方公共団体における被害者支援体制

警察庁において、市町村における犯罪
被害者等施策の窓口となる部局の確定状
況等について定期的に確認するとともに、
市町村に対し、犯罪被害者等に適切な情
報提供等を行う総合的対応窓口の設置を
要請する。（以下略）【施策番号150】

（第３次基本計画第４、１（１））
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施策主管課及び総合的対応窓口



地方公共団体における被害者支援体制

地方公共団体(数) 平成３０年平成３１年 増(P)

都道府県(47)
47

（100％）
47

（100％）
0

政令指定都市(20)
20

（100％）
20

（100％）
0

市区町村(1,721)
1,715

（99.7％）
1,721

（100％）
6

(0.3P)
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総合的対応窓口の設置状況
平成３１年４月１日現在（速報値）



地方公共団体における被害者支援体制

・ 住民に対する十分な周知

・ 利用されやすい相談環境の整備

→ 支援を必要とする人が、必要な支援を
受けられるように
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総合的対応窓口の利用促進に向けて



地方公共団体における犯罪被害者等の
視点に立った総合的かつ計画的な犯罪被
害者支援に資するよう、警察庁において、
犯罪被害者等に関する条例の制定又は
計画・指針の策定状況について適切に情
報提供を行う。【施策番号１５３】

（第３次基本計画 第４．１（４））

地方公共団体における被害者支援体制
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条例の制定等の促進



地方公共団体における被害者支援体制

地方公共団体(数) 平成３０年平成３１年 増

都道府県(47)
31

（66.0％）
33

（70.2％）
2

（4.2Ｐ）

政令指定都市(20)
10

（50.0％）
11

（55.0％）
1

（5.0Ｐ）

市区町村(1,721)
436

（25.3％）
501

（29.1％）
65

（3.8Ｐ）
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条例制定の状況
平成３１年４月１日現在（速報値）



警察庁において、地方公共団体に対し、
犯罪被害者等に対する見舞金等の支給
制度や生活資金等の貸付制度の導入に
ついて要請するとともに、これらの制度を
導入している地方公共団体を犯罪被害者
白書に掲載する。【施策番号１７】

（第３次基本計画 第１．２（６））

地方公共団体における被害者支援体制
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見舞金制度等の導入促進



地方公共団体における被害者支援体制

地方公共団体(数) 平成３０年平成３１年 増

都道府県(47)
3

（6.4％）
5

（10.6％）
2

（4.2Ｐ）

政令指定都市(20)
3

（15％）
4

（20％）
1

（5.0Ｐ）

市区町村(1,721)
200

(11.6％）
247

（14.3％）
47

(2.7Ｐ）
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見舞金・貸付金制度の導入状況
平成３１年４月１日現在（速報値）



犯罪被害者等に身近な公的機関である
地方公共団体において、居住場所の確保
や被害直後からの生活支援策に対する取
組がなされるよう、警察庁において、地方
公共団体に対して啓発・情報提供を行う。
【施策番号３０】

（第３次基本計画 第１．３（２）カ）

地方公共団体における被害者支援体制
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中長期的な居住場所の確保



地方公共団体における被害者支援体制

地方公共団体(数) 平成３０年平成３１年 増

都道府県(47)
43

（91.5％）
43

（91.5％）
0

（0.0Ｐ）

政令指定都市(20)
14

（70.0％）
17

（85.0％）
3

（15.0Ｐ）

市区町村(1,721)
302

（17.5％）
343 

（19.9％）
41

（2.4Ｐ）
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公営住宅等への入居に際しての配慮

平成３１年４月１日現在（速報値）



・抽選によらず入居・・・・・８５

・入居要件の緩和 ・・・・・７０

・抽選倍率の優遇 ・・・・・８２

・その他 ・・・・１６５

※ 速報値
※ 地方公共団体によっては複数の制度を運用している。
※ 市区町村数には政令指定都市を含まない。
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地方公共団体における被害者支援体制

配慮の内容（市区町村）



令和元年度警察庁の事業等

地方公共団体（都道府県・政令指定都市）と共催
で、犯罪被害者等支援体制の全国的な水準の底
上げを図るための事業

☆令和元年度実施予定

静岡県、熊本県

滋賀県、鳥取県、長崎県、横浜市
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犯罪被害者等施策の総合的推進事業



令和元年度警察庁の事業等

１１月２５日～１２月１日

警察庁において、関係府省庁等の協力を得て、
啓発事業を集中的に実施

中央イベント（警察庁主催）

地方大会（地方公共団体と共催）

15

犯罪被害者週間事業

☆令和元年度実施予定

富山県、栃木県



（平成30年度犯罪被害者等に関する標語）

警察庁（犯罪被害者等施策ＨＰ）

http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/index.html
警察庁（犯罪被害者等施策）

http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/sns/facebook
.html

facebook

16

犯罪被害者等支援
シンボルマーク

「ギュっとちゃん」

～たすけあい すこしのゆうき ひろがるきずな～


